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１．事例の概要 

初産婦。妊娠３８週６日、妊産婦は陣痛発来にて入院となった。子宮口の

開大は１ｃｍで、胎児心拍数陣痛図は正常波形であった。入院から１時間後、

妊産婦は自然に努責が入り、子宮口は全開大で、子宮収縮時に胎胞がみえる

状態であった。分娩監視装置が装着されたが、胎児心拍数は聴取できず、人

工破膜後、前方後頂位で児を娩出した。臍帯巻絡、羊水混濁はなく、羊水量

は中等量であった。胎盤病理組織学検査は行われなかった。 

児の在胎週数は３８週６日、体重は２７５０ｇであった。アプガースコア

は、生後１分１点（心拍１点）、生後５分４点（心拍２点、皮膚色２点）で、

自発呼吸はみられず、酸素投与のバッグ・マスクによる人工呼吸、胸骨圧迫、

気管挿管が行われ、生後３２分に経皮的動脈血酸素飽和度９３～９７％とな

り、新生児室に入室した。 

新生児室入室後、人工呼吸器管理となった。生後３７分の血液ガス分析値

（静脈血）は、ｐＨ６．９４０、ＰＣＯ２６０．５ｍｍＨｇ、ＰＯ２９０ｍｍ

Ｈｇ、ＨＣＯ３
－１３．０ｍｍｏｌ／Ｌ、ＢＥ－１９ｍｍｏｌ／Ｌであった。

頭部超音波断層法では、明らかな脳室内出血や脳浮腫はなかった。両側脳室

はやや狭小、両側ＰＶＥ２度、明らかな嚢胞形成はなかった。脳波は、低電

位～平坦であった。生後２日、頭部超音波断層法では、全体的にエコー輝度
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が高く、視床の輝度亢進がみられた。生後１４日、頭部ＣＴでは、「両側基底

核が低吸収で、低酸素性虚血性脳症に伴う変化の可能性がある。明らかな血

腫や嚢胞形成は指摘できない。」との所見であった。 

本事例は、病院における事例であり、産婦人科専門医１名（経験１０年）、

小児科医３名（経験６年、９年、１１年）と、助産師２名（経験１年、２６

年）、看護師１名（経験３年）が関わった。 

 

２．脳性麻痺発症の原因 

本事例における脳性麻痺発症の原因は、出生の７９分前から出生の５分前

までの間のどこかで、胎児に胎児低酸素・酸血症状態が生じ、低酸素性虚血

性脳症を発症したことと考える。胎児低酸素・酸血症状態の原因を特定する

ことはできないが、臍帯圧迫による酸素供給量減少の可能性があると考える。 

 

３．臨床経過に関する医学的評価 

妊娠中の管理は一般的である。 

妊産婦からの連絡、および分娩までの分娩に係る助産師の一連の対応は一

般的である。胎盤病理組織学検査を行わなかったことは一般的でない。新生

児管理は一般的である。 

 

４．今後の産科医療向上のために検討すべき事項 

１）当該分娩機関における診療行為について検討すべき事項 

（１）分娩進行の把握について 

家族からみた経過では「悲鳴の様な努責」とされており、それが事実 

であるならば、陣痛発来した妊産婦に尋常でない痛みが認められた場合 

は、分娩進行の把握のためにも診察する等、妊産婦の状態を確認するこ
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とが望まれる。 

（２）診療録の記載について 

本事例において、子宮口全開大時の開大以外の内診所見、人工破膜時

の内診所見の記載がなかった。今後は診療行為等に関し適切に記載する

ことが望まれる。 

（３）胎盤の病理組織学検査の実施について 

胎盤の病理組織学検査は、異常分娩における原因の解明に寄与する可能

性があるので、異常分娩となった場合や新生児仮死が認められた場合には、

実施することが望まれる。 

 

２）当該分娩機関における設備や診療体制について検討すべき事項 

  臍帯血ガス分析について 

今回、臍帯血ガス分析は、蘇生にかかりつきになり採血できず行われなか

ったとされているが、臍帯動脈血ガス分析を行うことにより、分娩前の胎児

低酸素症の状態を推定することが可能となるため、当該分娩機関は周産期母

子医療センターでもあることから、今後は児が仮死で出生した際は臍帯血を

採取できるような体制づくりが望まれる。 

 

３）わが国における産科医療について検討すべき事項 

（１）学会・職能団体に対して 

ア．脳性麻痺発症の原因の特定が困難な事例について 

本事例のような突発的であるが、その原因を特定することが困難で

ある脳性麻痺発症事例を集積し、病態に関する研究を推進することが

望まれる。 

イ．分娩監視の方法について 
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本事例のように急速な分娩進行を示す事例においては、間欠的胎児

心拍数聴取を１５分～９０分の間隔で確認する従来の分娩管理では児

の救命が困難であるため、あらたな管理指針作りの要否について検討

することが望まれる。 

（２）国・地方自治体に対して 

    特になし。 


